
保
険
業
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
七
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三

十
一
号
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

最
低
保
証
に
係
る
収
支
残

特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
保
険

（
新
設
）

金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
を
最
低

保
証
す
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
最
低
保
証
に
係
る
保
険
料
か
ら
最
低
保
証
に
係

る
保
険
金
等
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

（
最
低
保
証
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準
）

（
新
設
）

第
三
条
の
二

規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
三
号
に

掲
げ
る
危
険
準
備
金
（
以
下
「
危
険
準
備
金
Ⅲ
」
と
い
う
。
）
は
、
最
低
保
証
に
係

る
収
支
残
の
金
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

（
危
険
準
備
金
Ⅲ
の
積
立
限
度
）

(

新
設
）

第
五
条
の
二

危
険
準
備
金
Ⅲ
の
積
立
て
は
、
特
別
勘
定
を
設
け
た
保
険
契
約
の
う
ち

、
保
険
金
等
の
額
を
最
低
保
証
す
る
保
険
契
約
に
係
る
責
任
準
備
金
の
金
額
に
百
分

－１－



の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
限
度
と
す
る
。

（
危
険
準
備
金
の
取
崩
基
準
）

（
危
険
準
備
金
の
取
崩
基
準
）

第
六
条

(

略
）

第
六
条

(

略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

危
険
準
備
金
Ⅲ
は
、
最
低
保
証
に
係
る
収
支
残
が
負
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
収

(

新
設
）

支
残
の
て
ん
補
に
充
て
る
と
き
を
除
く
ほ
か
、
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

－２－


